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 包括的支援事業

 権利擁護業務
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高齢者の介護予防・福祉・保健事業について 
高齢化が進み、また核家族化等によるひとり暮らしや高齢者世帯が増加する中で、高齢者が住み慣れ

た地域で、自分らしくいつまでも元気で自立した生活を送れるよう、高齢者の総合相談窓口として、地域包

括支援センターを設置し、相談に対応しています。また、要支援や要介護状態にならないようにするために、

生きがいづくりや身体機能維持向上など、「介護予防」に重点を置いた様々な事業を実施しています。 

 

地域支援事業 
介護予防・日常生活支援総合事業 

○介護予防・生活支援サービス事業 

生活機能が低下し、介護や支援が必要となるおそれのある高齢者（基本チェックリストによる該当者及び

要支援１・２の方）が要介護状態にならないよう、運動器機能向上事業や訪問指導などの介護予防事業を

実施します。 

※「基本チェックリスト」とは、６５歳以上の介護認定を受けていない高齢者に対するアンケート調査です。 

○一般介護予防事業 

高齢者やその支援のための活動に関わる者を対象に、地域づくりによる介護予防のための住民主体の

通いの場の運営支援や、高齢者が参加できる健康相談、健康教室を実施します。 

包括的支援事業 

地域包括支援センターにおいて、高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続できるよ

うに、さまざまな相談を受け、関係機関又は制度につなぐ支援や、権利擁護のために必要な支援等を行い

ます。 

任意事業 

高齢者を在宅で介護する家族支援のための交流事業等のほか、認知症の高齢者や身寄りのない高齢

者の権利擁護支援を行います。 

 

地域支援事業以外の一般施策 
   緊急通報システム事業や高齢者移送サービス（高齢者割引乗車券）など高齢者の自立した生活を支援

する事業を実施します。 

 

健康づくり事業  
主に４０歳以上の市民を対象に、健康診査事業（特定健診、基本健診、肺がん、胃がん、大腸がん、子

宮頸がん、乳がん、前立腺がん、肝炎ウイルス検診、脳ドック）や、生活習慣病等の予防のための健康教

室、健康相談、訪問指導などの健康づくり事業を実施します。 

 

感染症予防推進事業 
高齢者は感染症の重症化リスクが高いため、感染予防と重症化予防を目的とした予防接種事業を実施

します。定期接種として定められている予防接種は高齢者インフルエンザ、高齢者新型コロナウイルス感

染症、高齢者肺炎球菌があり、これらの予防接種については接種費用の助成を行います。 



－4－ 

地域支援事業 

介護予防・日常生活支援総合事業 

○介護予防・生活支援サービス事業 

１ 訪問型サービス （訪問介護） 

事業対象者、要支援１・２の方を対象として、従前の介護予防訪問介護事業を訪問型サービスの「訪問

介護」に位置付け、利用者が自力では困難な行為について、同居家族の支援や地域の支え合いなどが受

けられない場合に、ホームヘルパーによるサービスが提供されます。 

年 度 利用実人数 月単位利用者累計数 

Ｒ４年度 ４２１人 ３，６８１人 

Ｒ５年度 ４０２人 ３，５３６人 

Ｒ６年度 ４４９人 ３，６９５人 

 

２ 訪問型サービス （訪問型サービスＡ） 

事業対象者、要支援１・２の方を対象として、従前の介護予防訪問介護事業の人員や運営の基準を緩

和したサービスで、市が実施する「ぐるマルサポーター養成講座」修了者による生活援助のみの支援を行

います。 

年 度 利用実人数 延べ利用回数 

Ｒ４年度 ５人 １３８回 

Ｒ５年度 ３人 ３３回 

Ｒ６年度 ３人 ２５回 

 

３ 訪問型サービス （訪問型サービスＢ） 

 地域住民の支え合いによる生活支援（掃除、ごみ出し、通院や買い物の付き添い、送迎等）を行います。 

年 度 補助団体数 利用実人数 

Ｒ６年度 １団体 １４人 

 

４ 訪問型サービス （訪問型サービスＣ） 

事業対象者、要支援１・２の方を対象として、保健・医療の専門職により短期集中的に支援することによ

り、運動機能の向上や口腔機能向上、栄養改善等を図ります。 

年 度 利用実人数 延べ利用回数 

Ｒ４年度 １０人 ７５回 

Ｒ５年度 ６人 ５４回 

Ｒ６年度 ５人 ４９回 
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５ 通所型サービス （通所介護） 

事業対象者、要支援１・２の方を対象として、従前の介護予防通所介護事業を通所型サービスの「通所

介護」に位置付け、通所介護事業所で食事や入浴などの日常生活上の支援や生活機能向上のための支

援を日帰りで行います。運動機能の向上、栄養改善、口腔機能の向上といった選択的サービスを受けるこ

とができます。 

年 度 利用実人数 月単位利用者累計数 

Ｒ４年度   ９１１人 ７，４２６人 

Ｒ５年度   ９７５人 ８，４１７人 

Ｒ６年度 １，０４５人 ８，４８６人 

 

 

６ 通所型サービス （通所型サービスＡ） 

事業対象者、要支援１・２の方を対象として、原則週１回、通所介護事業所に通い、運動機能向上プログ

ラムを実施することで、生活機能の改善を図ります。また、口腔機能低下がみられる対象者には口腔機能

向上プログラムを実施する等、総合的に介護予防を図っています。 

年 度 利用実人数 延べ利用回数 

Ｒ４年度 １０人    ３１回 

Ｒ５年度 １１人   ２４４回 

Ｒ６年度  ９人    ６７回 

 

７ 通所型サービス （通所型サービスＣ）  

事業対象者、要支援１・２の方を対象として、サービス提供施設において、理学療法士や健康運動指導

士等により短期集中的にプログラムを実施することで、運動機能等の向上を図ります。 

年 度 利用実人数 延べ利用回数 

Ｒ４年度 ４４人 ５０８回 

Ｒ５年度 ５８人 ６７４回 

Ｒ６年度 ７０人 ８２０回 

 

８ 介護予防・生活支援サービスケアマネジメント 

介護予防・生活支援サービス事業対象者に対して介護予防ケアマネジメントを実施し、高齢者自身が地

域における自立した日常生活を送れるよう支援します。 

年 度 プラン作成者数 

Ｒ４年度 ７８１人 

Ｒ５年度 ８４７人 

Ｒ６年度 ８８７人 
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○一般介護予防事業 

１ 地域づくりによる介護予防推進事業  

介護予防の取組みとして住民の主体的な活動である「通いの場」を充実させ、人と人とのつながりを通じ

て、参加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを目指し、取り組んでいます。 

年 度 設置か所数（累計） 延べ支援回数 延べ支援者数 

Ｒ４年度 ２０１か所 ４４４回 ５，９９６人 

R５年 度 ２１９か所 ４９４回 ６，５３８人 

R６年 度 ２３０か所 ６０１回 ７，７８０人 

 

２ 地域介護予防等活動応援補助金 

地域の実情にあった高齢者の介護予防・生活支援等を行う人材育成や活動の拡充に向けた先駆的な

地域の取組みを支援します。 

年 度 団体数 

Ｒ４年度 ８団体 

Ｒ５年度 ９団体 

Ｒ６年度 ４団体 

 

３ 地域住民グループ支援事業 

 各地域における自主的な交流活動である地域サロンの設置や活動について、高齢者の外出や社会参加

促進のため、社会福祉協議会を通じて支援します。 

年 度 地域サロン数 

Ｒ４年度 ２７０か所 

Ｒ５年度 ２６８か所 

Ｒ６年度 ２７０か所 

 

４ 介護予防リーダー育成支援事業 

老人クラブや地域サロンの代表者等、地域のリーダー的な人を対象に介護予防に関する研修を行い、

転倒予防や栄養改善を意識した自主的な活動を支援するとともに、転倒予防教室の自主グループ活動を

支援し、広く介護予防活動が行われるように取り組んでいます。 

年 度 回 数 延べ参加者数 

Ｒ４年度 １１回 １６１人 

Ｒ５年度 １２回 １７８人 

Ｒ６年度 実施なし 
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５ 元気輝きポイント制度 

高齢者の社会参加や生きがいづくりを推進するため、高齢者を中心とした健康づくり・介護予防活動や、

地域での支え合い活動等に対してポイントを付与し、１年間（１０月～翌年９月）に貯めたポイントに応じて

報奨金を支給します。 

 

＜元気輝きポイント手帳発行数＞ 

年 度 人 数 

Ｒ４年度 １１，５５１人 

Ｒ５年度 １３，０６９人 

Ｒ６年度 

（R7.3 月末） 
１３，７３０人 

 

＜元気輝きポイント制度対象活動登録団体数＞                            （単位：団体） 

年 度 

活動内容 

地域 

サロン 
通いの場 

趣味・ 

スポーツ 
支え合い 見守り 配食 

認知症 

カフェ 

Ｒ４年度 ２４３ １９４ ４８６ １１ １７ ８ ２ 

Ｒ５年度 ２６１ ２０７ ５４８ １４ １７ ７ ２ 

Ｒ６年度 

（R7.3 月末） 
２６７ ２１４ ５８７ １６ １７ ７ ３ 
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包括的支援事業 

高齢者がいつまでも住み慣れた地域で安心して自分らしく生活できるよう、高齢者や家族の相談を受け、

保健・医療・介護・福祉のさまざまな関係者と連携しながら、総合的に支援を行う、地域包括支援センターを

設置しています。 

○地域包括支援センターの運営 

１ 総合相談支援事業 

地域の高齢者の実態把握、総合相談、継続的・専門的な相談支援 

２ 権利擁護事業  

高齢者虐待への対応、成年後見制度の活用、消費者被害の予防 

３ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業  

困難事例に関するケアマネジャーへの支援、地域の関係機関のネットワークづくり等 

 

＜地域包括支援センター相談件数＞                                    （単位：件） 

 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

介護保険サービス １７，３６４ １７，６６６ １６，７６１ 

地域支援事業等 ３，２４２ １，７５１ ２，３５０ 

福祉用具・住宅改修 ２，４９５ ２，６６４ ２，４３７ 

傷病 ５，０７２ ５，７６６ ５，６９９ 

認知症 ５，１９１ ４，６０４ ４，７６０ 

虐待 ２，７８２ ２，８１１ ２，４１５ 

家族関係 １，８１７ １，９１４ １，８６３ 

生活困窮 ８４５ ８３１ １，１０５ 

成年後見制度 ７６０ １，１６０ １，１３３ 

消費者相談 ３５ ５６ ８５ 

施設入所 ８７０ １，２６６ ９３３ 

金銭管理 ９９６ １，１７０ １，２２２ 

８０５０問題 １１０ １６ １６ 

ごみ屋敷 １９５ ２７９ ３１４ 

近隣トラブル・地域の問題 ４７０ ５７６ ４０１ 

ケアマネ支援 ２２７ ３０５ １６７ 

災害 ３１ ５ １１ 

苦情 １５１ １０９ １００ 

その他 ２，４９４ ２，３６５ ２，６４７ 

合計 

（実件数） 

４５，１４７ 

（３４，３３１） 

４５，３１４ 

（３５，９１６） 

４４，４１９ 

（３６，１６２） 

年度 
内訳 
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○地域包括ケア体制の整備 

高齢者等が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じて自立した生活を営めるよう、在宅医

療・介護連携、生活支援体制整備、認知症施策の推進、地域ケア会議の運営に取り組みます。 

１ 在宅医療・介護連携 

項目 内容 

ア 地域の医療・介護の資源の把握 資源マップの作成・配布等 ２，０００冊 

イ 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の 

検討 
在宅医療・介護連携推進会議 ２回 

ウ 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制 

の構築推進 

エ 医療・介護関係者の情報共有の支援 
多職種連携のために作成した「入退院支援ルー

ルブック」（東広島医療センター編）の活用 

オ 在宅医療・介護連携に関する相談支援 相談人数 １０９人 

カ 医療・介護関係者の研修 
・医療・介護研修会 

・多職種研修 

２回 

３回 

４４人 

６０人 

 

 

キ 地域住民への普及啓発 

・在宅医療ミニ講座 

・ＡＣＰ※説明会 

・ＡＣＰ※出前講座 

・市民公開講座 

１回 

１１回 

６回 

１回 

１５人 

１９０人 

８０人 

２００人 

 

 

 

 

※ＡＣＰ…アドバンス・ケア・プランニング。愛称「人生会議」。 

 

２ 生活支援体制整備 

日常生活圏域ごとに関係者ネットワーク協議会を開催し、高齢者の生活を地域で支える体制づくりに向

けて、各地区での取組みの情報共有や関係者の連携づくり、課題解決に向けた検討などを行っています。 

 

＜圏域別関係者ネットワーク協議会＞ 

圏 域 開催回数 参加人数 

西条北  １回  ５０人 

西条南  １回  ３７人 

八本松  ２回  ３８人 

志 和 １２回 １６４人 

高 屋  １回  ４５人 

黒 瀬  １回  ２３人 

福 富  １回  ３２人 

豊 栄  １回  ２１人 

河 内  １回  ３７人 

安芸津  １回  ２９人 
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３ 認知症施策の推進 

地域に暮らしている方々が、認知症になっても安心して生活できるように、認知症に関する取組みを行っ

ています。 

(１)認知症サポーター養成講座  

区 分 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 
Ｒ６年度末現在 

認知症サポーター総数 

認知症サポーター 

養成人数 
 １，５１８人 １，８５４人 １，５１６人 ２７，０７５人 

認知症サポーター 

養成講座開催回数 
  ６２回 ９４回   ６０回    

 

（２)認知症高齢者等見守り支援事業 

年 度 利用者数（申請者数） 

Ｒ４年度 ４１人 

Ｒ５年度 ３３人 

Ｒ６年度 ５１人 

 

４ 地域ケア会議の運営 

個別課題の解決や、地域包括支援ネットワークの構築、地域課題の発見のために、医療・介護等の多

職種が協働する「地域ケア会議」を運営しています。 

個別地域ケア会議では、困難ケースや虐待対応ケースについて関係者間の情報共有を図りながら、対

応・支援の検討を行います。 

自立支援応援会議では、個別ケースについて多職種からの助言を得ながら、高齢者のＱＯＬ（生活の

質）の向上に向けた支援の検討を行います。 

年 度 個別地域ケア会議 自立支援応援会議 

Ｒ４年度 １０回 １６回 

Ｒ５年度 １１回 １５回 

Ｒ６年度 １２回 １６回 
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任意事業 

○家族介護支援事業  

１ 介護者慰労金の支給 

在宅で介護している家族介護者の精神的慰労を目的として、慰労金を支給します。 

要介護３～５の高齢者（介護保険第２号被保険者を含む）で、１年間介護保険サービスを利用せず、常

時介護をしている市民税非課税世帯の同居家族に対し、１０万円を支給します。 

年 度 支給件数 

Ｒ４年度 ０件 

Ｒ５年度 １件 

Ｒ６年度 １件 

 

２ 家族介護教室 

在宅で介護している家族介護者が介護方法や介護予防等についての知識・技術を習得するための教室

を開催します。 

年 度 実施回数 参加者数 

Ｒ４年度 ４０回 ５６１人 

Ｒ５年度 ４０回 ５６７人 

Ｒ６年度 ４０回 ６７８人 

 

３ 家族介護者の交流 

認知症の人を介護している家族が、気軽に相談し合い、介護の悩みなどを分かち合うことで心身の元気

回復を図るための交流会を開催します。 

年 度 実施回数 参加者数 

Ｒ４年度 １１回 ２０１人 

Ｒ５年度 １２回 ２７１人 

Ｒ６年度 １２回 ２８９人 

 

４ 介護用品の支給 

在宅で要介護４又は５に相当する高齢者（介護保険第２号被保険者を含む）を介護している市民税非課

税世帯の同居家族に、紙おむつ等(紙おむつ・尿取りパッド・使い捨て手袋・清拭剤・ドライシャンプー)の購

入助成券を支給します。 （１人年間７５，０００円分支給） 

年 度 交付者数 

Ｒ４年度 ７７人 

Ｒ５年度 ７１人 

Ｒ６年度 ７６人 
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５ 成年後見制度利用支援 

身寄りのない重度の認知症高齢者等で低所得の方を対象に、成年後見制度の市長申立てや後見人等

への報酬助成を行います。 

年 度 市長申立て件数 後見人等への報酬助成 

Ｒ４年度 １６件 ２６件 

Ｒ５年度 １４件 ２０件 

Ｒ６年度 １０件 ２９件 

 

６ 配食サービス 

  ６５歳以上のひとり暮らし高齢者又は高齢者のみの世帯に属する方（介護保険第２号被保険者を含む）

で、調理が困難な方を対象に、栄養バランスのとれた食事を配達し、併せて安否確認を行います。減塩食、

おかゆ、きざみ食などの対応もしています。 

年 度 登録者数 食数 

Ｒ４年度 ２００人 ３６，５１４食 

Ｒ５年度 ２３４人 ４４，１１７食 

Ｒ６年度 ２９５人 ４８，４６２食 
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地域支援事業以外の一般施策 

高齢者在宅生活支援事業 

○軽度生活援助サービス 

 ６５歳以上のひとり暮らし高齢者又は高齢者のみの世帯で、市民税非課税世帯の方を対象に、安全・衛

生的に日常生活を保つために必要な生活援助（草刈り、樹木の剪定・伐採など）を行います。援助内容ごと

に利用回数の上限があります。 

年 度 延べ利用件数 

Ｒ ４年度  ５３件 

Ｒ ５年度  ５５件 

Ｒ ６年度  ４５件 

 

○寝具洗濯サービス 

 ６５歳以上のひとり暮らし高齢者又は高齢者のみの世帯の方等を対象に、失禁等により寝具が汚れ、本

人や家族による寝具の衛生管理が困難な場合に、汚れた寝具を丸洗いし、消毒を行います。 

年 度 利用件数 

Ｒ ４年度  ５件 

Ｒ ５年度  １件 

Ｒ ６年度  ３件 

 

○緊急通報システム 

 緊急性のある疾病をかかえる６５歳以上のひとり暮らし高齢者又は高齢者のみの世帯の方等を対象に、

自宅で急病などの緊急事態が発生した際に、民間の受信センターに通報できる機器を貸し出します。日常

生活の健康相談等もできます。また、受信センターからの定期的な安否確認等があります。利用にあたっ

ては、別途電話が必要です。 

年 度 利用台数 

Ｒ ４年度 １４９台 

Ｒ ５年度 １２４台 

Ｒ ６年度 １１５台 

 

○日常生活用具の給付 

６５歳以上の火元の管理に不安のある在宅の寝たきり高齢者やひとり暮らし高齢者等で、所得税非課税

世帯の方を対象に、日常生活用具の給付を行います。 

※給付品目：電磁調理器・自動消火器（火災警報器は令和３年度まで） 

年 度 人 数 内 訳 

Ｒ ４年度 ５人 電磁調理器 ５ 自動消火器 ０ 

Ｒ ５年度 ２人 電磁調理器 ２ 自動消火器 ０ 

Ｒ ６年度 ５人 電磁調理器 ５ 自動消火器 ０ 
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養護老人ホーム等措置委託事業 

６５歳以上の市民税非課税高齢者で環境上の理由や経済的理由によって居宅で生活することが困難な

方を養護老人ホーム等に入所措置します。 

年 度 措置人数（年度末現在） 

Ｒ ４年度 ５３人 

Ｒ ５年度 ４７人 

Ｒ ６年度 ４３人 

 

 

自立支援型グループホーム 

おおむね６０歳以上で、要援護高齢者等の高齢者のうち、介護認定審査において自立又は要支援に認

定された人でかつ独立して生活することが困難な人等が入所する施設です。施設スタッフの支援を受けな

がら、共同で生活します。 

施設名 住所 実績(年度末現在) 

ひだまりの家 安芸津町三津３６１８番地  ３人 

 

 

高齢者生きがい活動支援事業 

○高齢者の外出への支援 

１ 高齢者割引乗車券の交付 

７０歳以上の高齢者で、ひとり暮らしの方又は６５歳以上の高齢者のみの世帯等に属する方であって、 

世帯全員が市民税非課税である場合に、高齢者割引乗車券を交付します。 

年 度 交付者数 使用枚数 

Ｒ ４年度 ３，４６０人 ２９６，２２０枚 

Ｒ ５年度 ３，７５６人 ２６８，２０５枚 

Ｒ ６年度 ３，８９８人 ２６２，６８６枚 

 

２ 外出支援サービス 

地域サロンにおいて外出する際の送迎を行います。 

年 度 サロン利用箇所 

Ｒ ４年度   ８０か所 

Ｒ ５年度  １００か所 

Ｒ ６年度  １２６か所 
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○敬老事業 

１ 地域敬老事業助成金の交付 

７７歳以上の高齢者を対象とし、地域敬老事業を実施する団体等に助成金を交付します。 

年 度 実施団体数 対象者数 

Ｒ ４年度 ９２団体 １０，７３０人 

Ｒ ５年度 ８８団体 １０，０９４人 

Ｒ ６年度 ９０団体 １０，８４２人 

※住民自治協議会で、選択事業として敬老事業を実施している場合を除く。 

２ 敬老金等の贈呈 

 ７７歳の高齢者に敬老祝品、９０歳・１００歳の高齢者に敬老金を贈呈します。 

年 度 対象者数 
内訳 

９０歳 １００歳 

Ｒ ４年度 ８１１人 ７５１人  ６０人 

Ｒ ５年度 ７５０人 ６７８人  ７２人 

Ｒ ６年度 ７８６人 ７２１人  ６５人 

○シルバー人材センターへの支援 

定年退職後などに自らの生きがいの充実や社会参加のために元気に働く意欲のある高齢者に、豊かな

経験と能力を生かした就労の場を提供しているシルバー人材センターに対して補助金を交付し、当該団体

の活動を支援します。 

年 度 補助額 登録会員数 

Ｒ ４年度 ２２，３２９千円   ９３２人 

Ｒ ５年度 ２２，３２９千円   ９１５人 

Ｒ ６年度 ２１，６９３千円   ８８３人 

○熟年大学への支援 

学習活動を通して高齢者の生きがいづくりや社会参加の促進を図るために、パソコンや英会話、ペン習

字、手芸、健康体操、料理などの各種講座（熟年大学）を開講している社会福祉協議会に対して補助金を

交付し、当該団体の事業を支援します。 

年 度 補助額 講座参加実人数 

Ｒ ４年度    ９３８千円 ４６９人 

Ｒ ５年度 １，０５０千円 ４１４人 

Ｒ ６年度 １，０５０千円 ３５４人 

○老人クラブ連合会への支援 

高齢期の生活を健全で豊かに過ごすために社会奉仕活動やスポーツ、学習活動、地域福祉活動などに

取り組んでいる老人クラブ連合会に対して補助金を交付し、当該団体の事業を支援します。 

年 度 補助額 登録会員数 

Ｒ ４年度 ３，９４１千円 ３，１５１人 

Ｒ ５年度 ３，７５４千円 ２，９５２人 

Ｒ ６年度 ３，６１６千円 ２，６１４人 
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健康づくり事業 

健康診査等事業 

市民の健康の保持・増進を図るため、健康診査を実施し、生活習慣病等の早期発見・早期治療及び早

期からの介護予防への取組みに役立てます。 

高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、４０歳～７４歳の東広島市国民健康保険の加入者に特定

健診を実施します。健康増進法に基づく健康増進事業として基本健診・がん検診・Ｂ型Ｃ型肝炎ウイルス検

診を実施します。 

<令和６年度元気すこやか健診実施概要> 

健診の種類 

（実施期間） 
対象者 (東広島市民) 会  場 

集団健診 

（５１日間） 

特定健診 
４０歳以上７５歳未満の東広島

市国民健康保険加入者 

市 内 

１９会場 

基本健診 

３９歳以下、後期高齢者医療制

度加入者、東広島市国民健康

保険年度途中加入者、医療保

険未加入者、生活保護受給者 

Ｂ型Ｃ型肝炎ウイルス検診 ４０ 歳 以 上 

がん検診 

（肺・胃・大腸） ４０ 歳 以 上 

（子宮頸部） ２０歳以上の偶数年齢 

（乳房） ４０歳以上の偶数年齢 

（前立腺） ５０ 歳 以 上 

医療機関健診 

(６月～１月) 

特定健診 
４０歳以上７５歳未満の東広島

市国民健康保険加入者 

県 内 

受託医療機関 

基本健診 

後期高齢者医療制度加入者、

東広島市国民健康保険年度途

中加入者、医療保険未加入

者、生活保護受給者 市 内 

医療機関 

(８２施設) 

Ｂ型Ｃ型肝炎ウイルス検診 ４０ 歳 以 上 

がん検診 

（肺・胃・大腸） ４０ 歳 以 上 

（子宮頸部） ２０歳以上の偶数年齢 

（乳房） ４０歳以上の偶数年齢 

（前立腺） ５０ 歳 以 上 

節目歯周疾患

検診 

(６月～１月) 

 
２０歳、３０歳、４０歳、 

５０歳、６０歳、７０歳 

市内歯科医療機関 

（６７施設） 
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脳ドック 

（７月～１月） 

対象者は、次の（１）～（４）のすべてを満たす者で、市へ申し込

み後、検査費用助成の決定通知をした者とする（定員７９０人）。 

（１）令和６年４月１日時点で東広島市国民健康保険被保険者

である者 

（２）令和６年度中に４１歳、４４歳、４７歳、５０歳、５３歳、５６歳、

５９歳、６２歳、６５歳、６８歳、７１歳、７４歳になる者 

（３）国民健康保険税の滞納がない者 

（４）脳ドック検診日に東広島市健康保険被保険者である者 

市内医療機関 

（５施設） 

<特定健診受診者数>  (単位：人) 

年 度 ４０歳～７４歳 

Ｒ４年度 ７，０１２ 

Ｒ５年度 ７，０８８ 

Ｒ６年度 ７，９０４ 

※令和４、５年度は法定報告値。令和６年度は見込値（令和７年１１月頃法定報告値確定）。 

<基本健診受診者数>                            (単位：人) 

年 度 ３９歳以下 ４０歳～７４歳 ７５歳以上 

Ｒ４年度 １９２ ３２６ ５，５８９ 

Ｒ５年度 ２３７ ３１２ ６，２３２ 

Ｒ６年度 ４７４ ３３１ ７，０５６ 

<がん検診受診者数>                                           (単位：人) 

区 分 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

肺がん検診 １４，２８７ １４，８１７ １５，８９８ 

胃がん検診 １０，３９９ １０，５３５ １０，９６５ 

大腸がん検診 １４，０７７ １４，３９１ １５，４５３ 

子宮がん検診(頸部) ６，７８３ ７，１２２ ６，８９０ 

乳がん検診（ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ） ４，７６４ ４，９３２ ４，９８１ 

前立腺がん検診 ４，１２６ ４，３３２ ５，２４１ 

※平成２４年度からは、子宮がん検診に妊婦健診を含む。 

※平成２７年度からは、子宮がん検診は偶数年齢のみ対象。 

※平成２６年度からは、医療機関健診でも前立腺がん検診を実施。 

<Ｂ型Ｃ型肝炎ウイルス検診実施状況>               (単位：人) 

年 度 受診者 ＨＣＶ陽性者 ＨＢｓ陽性者 

Ｒ４年度 １，５２６ ５ ８ 

Ｒ５年度 １，５５５ ２ ７ 

Ｒ６年度 １，９００ ２ １３ 

<脳ドック実施状況>                              (単位：人) 

年 度 申込者 定員 受診者 

Ｒ６年度 ２，６０８ ７９０ ６７４ 
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健康教育事業 

ライフステージに応じた健康づくりへの取組みの普及啓発や生活習慣病予防・骨粗鬆症予防・がん予防

のための講演会を実施します。また、地域の老人クラブやサロン等に、保健師や栄養士、歯科衛生士等が

出向き、健康教室（出前講座含む）を実施します。 

年 度 回数 延べ参加者数 

Ｒ４年度   ９５回 １，５１４人 

Ｒ５年度  ２３２回 ４，１４４人 

Ｒ６年度  ５４８回 ４，８４８人 

 

 

健康相談事業 

市役所や各地域センター等で行う健診結果相談会の実施、及び生活習慣の見直しなどの相談支援を行

います。また、地域の老人クラブやサロン、健康福祉まつりや商業施設において、保健師や栄養士、歯科

衛生士等による相談を実施しています。 

年 度 回数 延べ参加者数 

Ｒ４年度  ７１回 ５０２人 

Ｒ５年度  ４１回 ６１３人 

Ｒ６年度  ６１回 ６０１人 

 

 

訪問指導事業 

健診の結果から、事後指導を要する人のうち、循環器疾患・糖尿病予備群の人を中心に訪問指導を行

い、生活習慣の改善を働きかけます。また、支援の必要な独居高齢者や閉じこもりがちな高齢者に対し、

寝たきり予防や社会参加への支援のため、訪問指導を行います。 

年 度 件数 

Ｒ４年度 １，０２１件 

Ｒ５年度   ８５５件 

Ｒ６年度   ７５７件 
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感染症予防推進事業 

高齢者インフルエンザ予防接種事業 

インフルエンザは、普通の風邪に比べ気管支炎や肺炎などを合併しやすく、特に高齢者や慢性の病気

がある人は、重症化することが多いと言われています。 

インフルエンザ予防接種を受けることで感染しにくくなり、また、仮に感染しても重症化を防ぐ効果がある

と世界的に認められています。 

この事業は、高齢者のインフルエンザ感染を予防するため、インフルエンザ予防接種費用の一部を市が

負担するものです。 

＜対 象 者＞ 

東広島市民で、６５歳以上の人並びに、６０歳以上６５歳未満で、心臓・じん臓・呼吸器に身体障害者手

帳１級相当の重い病気のある人及びＨＩＶで免疫機能に重い障害のある人。 

＜自己負担額＞ 

１，５００円（令和６年度） 

生活保護受給者及び市県民税非課税世帯に属する人等については、全額公費負担しています。 

＜接 種 者 数＞ 

年 度 自己負担額 ６０～６４歳 ６５歳以上 合 計 

Ｒ４年度 １，０００円 ３６人 ２６，９０９人 ２６，９４５人 

Ｒ５年度 １，０００円 ３３人 ２６，２１４人 ２６，２４７人 

Ｒ６年度 １，５００円 ３３人 ２３，７２７人 ２３，７６０人 

 

高齢者肺炎球菌予防接種事業 

肺炎の原因となる最も代表的な細菌である「肺炎球菌」は、約９０種類あります。 

「肺炎球菌ワクチン」は、そのうちの２３種類に対する免疫を身体につけ、肺炎に罹りにくくしたり、重症化

を防ぐことができると言われています。 

この事業は、高齢者の肺炎予防を目的に、肺炎球菌予防接種費用の一部を市が負担するものです。 

＜対 象 者＞  

東広島市民で６５歳であり、これまでに１回も肺炎球菌予防接種を受けたことが無い人（６０歳以上６５

歳未満で、心臓・じん臓・呼吸器に身体障害者手帳１級相当の重い病気がある人又はＨＩＶで免疫機能に

重い障害のある人のうち、これまでに１回も肺炎球菌予防接種を受けたことが無い人を含む）。 

＜自己負担額＞ 

４，０００円（令和６年度） 

生活保護受給者及び市県民税非課税世帯に属する人等については、全額公費負担しています。 

＜接 種 者 数＞ 

年 度 自己負担額 接種者数 

Ｒ４年度 ４，０００円 １，４３８人 

Ｒ５年度 ４，０００円 １，５５８人 

Ｒ６年度 ４，０００円   ３２８人 

※令和５年度までは経過措置として６５歳の人に加えて、７０歳、７５歳、８０歳・・・と５歳刻みの年齢の方も

対象者であったが、令和６年度からは６５歳の人のみが対象となっている。 
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高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種事業 

令和５年度までは全ての年齢の方を対象とする特例臨時接種として全額公費（自己負担なし）での接種

を実施してきましたが、令和６年度からは重症化リスクの高い高齢者を対象とし、予防接種法に基づく定期

接種として接種費用の助成を行っています。 

＜対 象 者＞ 

東広島市民で、６５歳以上の人並びに６０歳以上６５歳未満で、心臓・じん臓・呼吸器に身体障害者手帳

１級相当の重い病気のある人又はＨＩＶで免疫機能に重い障害のある人を含む。 

＜自己負担額＞ 

２，１００円（令和６年度） 

生活保護受給者及び市県民税非課税世帯に属する人等については、全額公費負担しています。 

＜接 種 者 数＞ 

年 度 自己負担額 ６０～６４歳 ６５歳以上 合 計 

Ｒ６年度 ２，１００円 ３３人 １２，５７１人 １２，６０４人 

 

 



 

 

 

 

 

介 護 保 険 
 

  



 



第１号被保険者

６５歳以上の人のうち、
東広島市内に住所を有する人（適用除外施設入所者及び住所地特例により他市町村の被保
険者となっている人を除く）又は他市町村の住所地特例施設に入所・入居中の人で、東広島
市から当該施設に住所を変更した人

第２号被保険者

４０歳以上６５歳未満の医療保険加入者のうち、
東広島市内に住所を有する人（適用除外施設入所者及び住所地特例により他市町村の被保
険者となっている人を除く）又は他市町村の住所地特例施設に入所・入居中の人で、東広島
市から当該施設に住所を変更した人

高齢化率 総人口のうち６５歳以上の人の占める割合

前期高齢者 ６５歳以上７５歳未満の人

後期高齢者 ７５歳以上の人

適用除外施設 指定障害者支援施設等で、入所者は介護保険の被保険者とはならない

住所地特例
他市町村の介護保険施設等に入所・入居し、当該施設に住所を変更した場合、現住所（転出
後の施設所在地）の市町村ではなく、元の住所（転出前の居宅等所在地）の市町村が保険者
となる制度

特別徴収
被保険者の受給年金から徴収すること
対象者は、第１号被保険者のうち、年額１８万円以上の老齢（退職）・障害・遺族年金給付を
受けている人

普通徴収
納付書や口座振替による納付のこと
対象者は、第１号被保険者のうち、特別徴収の対象とならない人（年度途中の資格取得者及
び老齢（退職）・障害・遺族年金給付額が年額１８万円未満の人など）

老齢福祉年金
明治４４年４月１日以前に生まれた人などで、一定の所得がない人や、他の年金を受給でき
ない人に支給される年金

合計所得金額

収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、人的控除や医療費控除な
どの控除をする前の金額。
また、土地売却等に係る特別控除がある場合は、「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る
特別控除」を控除する

その他の合計所得
金額

収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額の所得控除前の金額から、公的年金
等に係る雑所得を除いた所得金額。給与所得が含まれている場合で、所得金額調整控除の
適用がない場合は、給与所得から１０万円を控除した金額を用いる。所得金額調整控除の適
用がある場合は、当該控除前の金額から１０万円を控除した金額を用いる
また、土地売却等に係る特別控除がある場合は、「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る
特別控除額」を控除する

補正第１号被保険
者数

第１号被保険者総数の見込み数を介護保険料基準額（第５段階保険料額）を納める第１号被
保険者数に換算した数

＜介護保険料＞

＜資格＞

用語の説明

－21－



＜介護（介護予防）サービス＞

訪問サービス
訪問介護（ホームヘルプ）※　・　訪問入浴介護※　・　訪問看護※
訪問リハビリテーション※　・　居宅療養管理指導※

通所サービス
通所介護（デイサービス）※
通所リハビリテーション（デイケア）※

短期入所サービス
短期入所生活介護（ショートステイ）※
短期入所療養介護※

その他サービス
特定施設入居者生活介護※
居宅介護支援　・　介護予防支援

福祉用具・住宅改修サービス
福祉用具貸与※　・　福祉用具購入費※
住宅改修費※

地域密着型通所介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
認知症対応型共同生活介護（グループホーム）※
認知症対応型通所介護（認知症デイ）※
小規模多機能型居宅介護※
看護小規模多機能型居宅介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

施設サービス

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
介護老人保健施設
介護療養型医療施設（制度改正に伴い令和５年度末で廃止）
介護医療院

サービス受給者数 １か月に居宅・地域密着型・施設サービスを利用した人数

介護給付件数 １か月の事業所別各サービスの利用件数

介護給付費
介護サービスにかかる費用（介護給付費用額）のうち、保険給付の対象となる
額で、原則、介護給付費用額の９割又は８割若しくは７割
（介護給付費＝介護給付費用額-利用者負担額-公費負担額）

居宅・地域密着型サービスを利用する際の、要介護度に応じた１か月の保険
から給付される上限額

支給限度額の対象とならな
いサービス

居宅療養管理指導、特定施設入居者生活介護（外部サービス利用型・短期利
用除く）
認知症対応型共同生活介護（短期利用除く）
地域密着型特定施設入居者生活介護（短期利用除く）
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

支給限度額

居宅（介護予防）サービス

＜特定入所者介護（介護予防）サービス＞

低所得の利用者等が施設サービスや短期入所サービスを利用した際、食費・居住費が所得段階により設定され
る利用者負担限度額を超えた額が保険給付の対象となる

＜高額介護（介護予防）サービス＞

１か月の世帯全員の介護サービスの利用者負担額が、利用者負担上限額を超えた場合、その超えた額が償還
払いで保険給付の対象となる

＜高額医療合算介護（介護予防）サービス＞

介護保険と医療保険の両方の利用者負担額を年間で合算し高額になった場合は、負担限度額を超えた額が償
還払いで保険給付の対象となる

＜介護(介護予防)給付＞

地域密着型（介護予防）サービス

※介護予防・生活支援サービス、介護予防サービスがあるサービス
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説　明

第１号被保険者から徴収した保険料

サービス事業者の指定等に係る審査手数料等

介護保険事業の執行に必要な国の負担金等

介護給付費負担金 介護給付及び予防給付に要する国の負担金（施設分１５％・その他分２０％）

調整交付金 介護保険の財政調整のために交付する国の交付金（５％）

地域支援事業交付金 地域支援事業に要する国の負担金（介護予防事業２０％・包括的事業３８．５％）

保険者機能強化推進交付金 高齢者の自立支援・重度化防止等の取組を推進するための国の交付金

保険者努力支援交付金 高齢者の介護予防・健康づくり等の取組を推進するための国の交付金

介護保険災害等臨時特例国庫補助金 災害等による介護保険料減免補填分

事業費国庫補助金 介護保険システム改修等に係る事業費補助金

支払基金からの介護給付費交付金

介護給付費交付金 支払基金からの介護給付費交付金（令和６年度～令和８年度２７％）

地域支援事業支援交付金 支払基金からの地域支援事業交付金（介護予防事業分令和６年度～令和８年度２７％）

介護保険事業の執行に必要な県の負担金等

介護給付費負担金 介護給付及び予防給付に要する県の負担金（施設分１７．５％・その他分１２．５％）

地域支援事業交付金 地域支援事業に要する県の負担金（介護予防事業１２．５％・包括的事業１９．２５％）

財産運用収入

一般会計や基金からの繰入金

介護給付費繰入金 介護給付及び予防給付に要する市の負担分（１２．５％）

地域支援事業繰入金 地域支援事業に要する市の負担分（介護予防事業１２．５％・包括的支援事業１９．２５％）

低所得者保険料軽減繰入金 低所得者に対する介護保険料軽減に係る公費負担分

その他一般会計繰入金 介護保険事業の執行に必要な事務費、人件費等の繰入金

前年度の余剰金

延滞金、加算金、過料等

説　明

介護保険事業の執行に必要な事務費、人件費等

介護給付、介護予防給付、高額介護サービス費等に要する費用等

介護予防事業、包括的支援事業等に要する費用等

介護給付費準備基金への積立金

借入金の返還金等

保険料還付金、補助金交付金の返還金、一般会計への繰出金等

予備費

公債費

予備費

諸支出金

保険給付費

地域支援事業費

基金積立金

＜歳入＞

総務費

繰入金

繰越金

支払基金交付金

県支出金

諸収入

科　目

科　目

介護保険料

使用料及び手数料

国庫支出金

財産収入

＜歳出＞
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① 西条北圏域
朝日町、大坪町、岡町、上市町、御条町、栄町、昭和町、末広町、西本町、本町、西条、西
条東、下見、寺家、助実、土与丸、吉行、西条下見、西条東北町、西条土与丸、西条吉行
東、寺家駅前

② 西条南圏域
馬木、大沢、上三永、郷曽、下三永、田口、福本、御薗宇、森近、鏡山、鏡山北、西条中
央、西大沢、三永

③ 八本松圏域 八本松町

④ 志和圏域 志和町

⑤ 高屋圏域 高屋町

⑥ 黒瀬圏域 黒瀬町

⑦ 福富圏域 福富町

⑧ 豊栄圏域 豊栄町

⑨ 河内圏域 河内町

⑩ 安芸津圏域 安芸津町

○日常生活圏域

⑧豊栄圏域  

⑦福富圏域 

⑨河内圏域 

⑤高屋圏域 

④志和圏域 

③八本松圏域 

⑥黒瀬圏域 

①西条北圏域 

②西条南圏域 

⑩安芸津圏域 
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○年度別被保険者数

Ｈ29年度末 Ｈ30年度末 Ｒ元年度末 Ｒ２年度末 Ｒ３年度末 Ｒ４年度末 Ｒ５年度末 Ｒ６年度末

43,951 44,755 45,312 45,955 46,463 46,708 47,067 47,454

前期高齢者 23,254 23,210 23,120 23,402 23,003 22,036 21,236 20,337

後期高齢者 20,697 21,545 22,192 22,553 23,460 24,672 25,831 27,117

（介護保険事業状況報告より）

（単位：人）

第１号被保険者数等の状況

　令和６年度末の第１号被保険者数は47,454人で、前年度末と比較して387人増加している。
　後期高齢者は1.05倍（1,286人増）となっている。

区　分

第１号被保険者

23,254  23,210  23,120  23,402  23,003  22,036  21,236  20,337  

20,697  21,545  22,192  22,553  23,460  24,672  25,831  27,117  

43,951  
44,755  45,312  45,955  46,463  46,708  47,067  47,454  

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

Ｈ29年度末 Ｈ30年度末 Ｒ元年度末 Ｒ２年度末 Ｒ３年度末 Ｒ４年度末 Ｒ５年度末 Ｒ６年度末 

人 第１号被保険者の推移 
前期高齢者 後期高齢者 
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（単位：人、％）

圏 域 人　口 65歳以上人口 高齢化率

西条北 50,123 7,352 14.7

西条南 35,142 5,614 16.0

八本松 29,831 7,213 24.2

志 和 5,981 2,696 45.1

高 屋 29,539 8,941 30.3

黒 瀬 21,437 7,386 34.5

福 富 2,074 961 46.3

豊 栄 2,782 1,437 51.7

河 内 5,183 2,223 42.9

安芸津 8,271 3,768 45.6

計 190,363 47,591 25.0

（住民基本台帳より）

○地域別高齢者数（令和７年３月末日現在）

市全体の高齢化率は25.0％で、圏域による差異は大きくなっている。

25.0% 

14.7% 

16.0% 

24.2% 

45.1% 

30.3% 

34.5% 

46.3% 

51.7% 

42.9% 

45.6% 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

計 

西条北 

西条南 

八本松 

志和 

高屋 

黒瀬 

福富 

豊栄 

河内 

安芸津 

地域別高齢化率（令和７年３月末日現在） 
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保険料段階 保険料率 年額

第１段階 基準額×0.285 18,648円

第２段階 基準額×0.485 31,428円

第３段階 基準額×0.685 44,388円

第４段階 基準額×0.85 55,080円

第５段階 基準額×1.0 64,800円

第６段階 基準額×1.2 77,760円

第７段階 基準額×1.3 84,240円

第８段階 基準額×1.5 97,200円

第９段階 基準額×1.7 110,160円

第１０段階 基準額×1.82 117,936円

第１１段階 基準額×1.875 121,500円

第１２段階 基準額×1.985 128,628円

第１３段階 基準額×2.0 129,600円

※第１段階から第３段階までの保険料については、公費による軽減後の保険料額を記載。

介護保険料

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が２１０万円以上
３２０万円未満の人

○令和６年度介護保険料

対象者の範囲

生活保護を受給している人
世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金を受給している人
本人及び世帯全員が市町村民税非課税で、前年の課税年金収入額と
その他の合計所得金額の合計額が８０万円以下の人

本人及び世帯全員が市町村民税非課税で、前年の課税年金収入額と
その他の合計所得金額の合計額が８０万円を超え１２０万円以下の人

本人及び世帯全員が市町村民税非課税で、前年の課税年金収入額と
その他の合計所得金額の合計額が１２０万円を超える人

世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非
課税で、前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が
８０万円以下の人

世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非
課税で、前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が
８０万円を超える人

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が１２０万円未満の人

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が７２０万円以上の人

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が６２０万円以上
７２０万円未満の人

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が１２０万円以上
２１０万円未満の人

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が３２０万円以上
４２０万円未満の人

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が４２０万円以上
５２０万円未満の人

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が５２０万円以上
６２０万円未満の人
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（単位：円）
基準額 第１段階 第２段階 第３段階 第４段階 第５段階

保険料率 ×0.5 ×0.75 ×1 ×1.25 ×1.5

H12～
　H14年度 38,072 19,036 28,554 38,072 47,590 57,108

H15～
　H16年度 45,600 22,800 34,200 45,600 57,000 68,400

H17年度 45,120 22,560 33,840 45,120 56,400 67,680

基準額 第１段階 第２段階 第３段階 第４段階 第５段階 第６段階

保険料率 ×0.5 ×0.5 ×0.75 ×1 ×1.25 ×1.5

H18～
　H20年度 53,400 26,700 26,700 40,050 53,400 66,750 80,100

基準額 第１段階 第２段階 第３段階 第４段階① 第４段階② 第５段階 第６段階

保険料率 ×0.5 ×0.5 ×0.75 ×0.9 ×1 ×1.25 ×1.5

H21～
　H23年度 53,400 26,700 26,700 40,050 48,060 53,400 66,750 80,100

基準額 第１段階 第２段階 第３段階① 第３段階② 第４段階① 第４段階② 第５段階 第６段階

保険料率 ×0.5 ×0.5 ×0.7 ×0.75 ×0.9 ×1 ×1.25 ×1.5

H24～
　H26年度 63,000 31,500 31,500 44,100 47,250 56,700 63,000 78,750 94,500

基準額 第１段階 第２段階 第３段階 第４段階 第５段階 第６段階 第７段階 第８段階 第９段階

保険料率 ×0.45 ×0.75 ×0.75 ×0.9 ×1.0 ×1.2 ×1.3 ×1.5 ×1.7

H27～
　H29年度 68,400 30,780 51,300 51,300 61,560 68,400 82,080 88,920 102,600 116,280

基準額 第１段階 第２段階 第３段階 第４段階 第５段階 第６段階 第７段階 第８段階 第９段階 第１０段階 第１１段階

保険料率 ×0.45 ×0.65 ×0.75 ×0.85 ×1.0 ×1.2 ×1.3 ×1.5 ×1.7 ×1.8 ×1.9

H30年度 68,400 30,780 44,460 51,300 58,140 68,400 82,080 88,920 102,600 116,280 123,120 129,960

保険料率 ×0.375 ×0.525 ×0.725 ×0.85 ×1.0 ×1.2 ×1.3 ×1.5 ×1.7 ×1.8 ×1.9

R元年度 68,400 25,650 35,910 49,590 58,140 68,400 82,080 88,920 102,600 116,280 123,120 129,960

保険料率 ×0.3 ×0.5 ×0.7 ×0.85 ×1.0 ×1.2 ×1.3 ×1.5 ×1.7 ×1.8 ×1.9

R２～
　R５年度 68,400 20,520 34,200 47,880 58,140 68,400 82,080 88,920 102,600 116,280 123,120 129,960

基準額 第１段階 第２段階 第３段階 第４段階 第５段階 第６段階 第７段階 第８段階 第９段階 第１０段階 第１１段階 第１２段階 第１３段階

保険料率 ×0.285 ×0.485 ×0.685 ×0.85 ×1.0 ×1.2 ×1.3 ×1.5 ×1.7 ×1.82 ×1.875 ×1.985 ×2.0

R６～
　R８年度 64,800 18,648 31,428 44,388 55,080 64,800 77,760 84,240 97,200 110,160 117,936 121,500 128,628 129,600

平成27年度の保険料段階改正により保険料段階が９段階に変更

令和２年度の低所得者保険料軽減強化により第１段階から第３段階の軽減割合を変更

○年度別介護保険料額

各段階保険料額＝基準額×保険料率
平成16年度以前は、合併前の東広島市の金額を表示
平成18年度の保険料段階改正により保険料段階が６段階に変更
平成21年度の保険料段階改正により第４段階に特例措置段階（第４段階①）を設定
平成24年度の保険料段階改正により第３段階に特例措置段階（第３段階①）を設定

各年度の所得段階別の保険料率と保険料額は次のとおりである。

平成30年度の保険料段階改正により保険料段階が１１段階に変更
令和元年度の低所得者保険料軽減強化により第１段階から第３段階の軽減割合を変更

令和６年度の保険料段階改正により保険料段階が１３段階に変更
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（単位：人）

区　分 第１段階 第２段階 第３段階 第４段階 第５段階 計

H12年度 250 8,959 10,326 4,765 2,374 26,674

H13年度 233 9,575 10,385 4,876 2,342 27,411

H14年度 250 9,939 10,475 5,195 2,353 28,212

H15年度 260 10,515 10,348 4,196 3,427 28,746

H16年度 270 10,815 10,421 4,326 3,536 29,368

H17年度 290 11,644 10,538 4,404 3,505 30,381

区　分 第１段階 第２段階 第３段階 第４段階 第５段階 第６段階 計

H18年度 299 4,308 3,868 10,068 8,186 4,709 31,438

H19年度 304 4,417 4,065 10,277 8,632 4,880 32,575

H20年度 315 4,604 4,228 10,319 9,093 5,053 33,612

区　分 第１段階 第２段階 第３段階 第４段階① 第４段階② 第５段階 第６段階 計

H21年度 340 4,551 4,330 5,392 5,033 9,577 5,230 34,453

H22年度 360 4,641 4,651 5,179 5,226 9,980 4,950 34,987

H23年度 376 4,666 4,889 5,129 5,371 10,579 5,061 36,071

区　分 第１段階 第２段階 第３段階① 第３段階② 第４段階① 第４段階② 第５段階 第６段階 計

H24年度 406 4,736 2,490 2,633 5,266 5,612 10,823 5,813 37,779

H25年度 401 4,797 2,631 2,797 5,378 5,852 11,490 6,061 39,407

H26年度 414 4,833 2,893 3,003 5,332 6,156 12,234 6,229 41,094

区　分 第１段階 第２段階 第３段階 第４段階 第５段階 第６段階 第７段階 第８段階 第９段階 計

H27年度 5,421 3,097 3,220 5,221 6,429 7,095 5,750 3,280 2,796 42,309

H28年度 5,305 3,212 3,314 5,017 6,655 7,442 5,979 3,340 2,928 43,192

H29年度 5,196 3,337 3,378 4,842 6,873 7,752 6,026 3,521 3,026 43,951

区　分 第１段階 第２段階 第３段階 第４段階 第５段階 第６段階 第７段階 第８段階 第９段階 第１０段階 第１１段階 計

H30年度 5,309 3,479 3,466 4,812 7,044 7,879 6,698 3,192 1,148 792 936 44,755

R元年度 5,208 3,635 3,560 4,530 7,277 8,194 6,720 3,247 1,210 784 947 45,312

R２年度 5,138 3,728 3,660 4,463 7,286 8,362 6,863 3,324 1,240 876 1,015 45,955

R３年度 5,016 3,866 3,816 4,298 7,436 8,486 7,515 3,169 1,101 768 992 46,463

R４年度 4,926 3,963 3,912 4,102 7,504 8,561 7,508 3,180 1,171 850 1,031 46,708

R５年度 4,952 4,135 4,000 4,019 7,476 8,720 7,371 3,258 1,234 851 1,051 47,067

区　分 第１段階 第２段階 第３段階 第４段階 第５段階 第６段階 第７段階 第８段階 第９段階 第１０段階 第１１段階 第１２段階 第１３段階 計

R６年度 4,710 4,281 4,041 3,894 7,518 7,674 8,108 3,643 1,416 660 357 232 920 47,454

※各年度３月末での有資格者のみ表示。

　令和６年度の保険料段階別にみる被保険者数は、第７段階が最も多く8,108人となっている。
　本人が住民税非課税である第１段階から第５段階までの合計は、全体の51.5％を占めている。

○介護保険料段階別被保険者数

第１段階 

9.9% 

第２段階 

9.0% 

第３段階 

8.5% 
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8.2% 

第５段階 

15.8% 

第６段階 

16.2% 

第７段階 
17.1% 

第８段階 

7.7% 

第９段階 

3.0% 

第１０段階 
1.4% 

第１１段階 

0.8% 

第１２段階 

0.5% 
第１３段階 

1.9% 

介護保険料段階別被保険者数（令和６年度） 
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Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度

調定額 2,935,647,111 2,966,461,604 2,997,665,930 3,003,407,220 2,899,374,768

収納額 2,935,647,111 2,966,461,604 2,997,665,930 3,003,407,220 2,899,374,768

収納率 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

調定額 211,148,031 214,591,750 224,215,730 236,430,255 235,167,577

収納額 194,772,027 201,666,835 212,818,565 226,425,819 228,407,843

不納欠損額 0 0 0 0 0

未納額 16,376,004 12,924,915 11,397,165 10,004,436 6,759,734

未納件数 372 295 263 254 197

収納率 92.24 93.98 94.92 95.77 97.13

調定額 3,146,795,142 3,181,053,354 3,221,881,660 3,239,837,475 3,134,542,345

収納額 3,130,419,138 3,168,128,439 3,210,484,495 3,229,833,039 3,127,782,611

不納欠損額 0 0 0 0 0

未納額 16,376,004 12,924,915 11,397,165 10,004,436 6,759,734

収納率 99.48 99.59 99.65 99.69 99.78

調定額 34,887,708 32,254,803 26,264,080 22,562,190 20,103,461

収納額 5,899,366 7,026,119 4,844,735 4,115,820 4,293,390

不納欠損額 13,171,975 11,814,339 10,254,320 8,232,115 6,785,931

未納額 15,816,367 13,414,345 11,165,025 10,214,255 9,024,140

未納件数 390 302 264 247 240

収納率 16.91 21.78 18.45 18.24 21.36

調定額 2,935,647,111 2,966,461,604 2,997,665,930 3,003,407,220 2,899,374,768

収納額 2,935,647,111 2,966,461,604 2,997,665,930 3,003,407,220 2,899,374,768

収納率 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

調定額 246,035,739 246,846,553 250,479,810 258,992,445 255,271,038

収納額 200,671,393 208,692,954 217,663,300 230,541,639 232,701,233

不納欠損額 13,171,975 11,814,339 10,254,320 8,232,115 6,785,931

未納額 32,192,371 26,339,260 22,562,190 20,218,691 15,783,874

未納件数 762 597 527 501 437

収納率 81.56 84.54 86.90 89.01 91.16

調定額 3,181,682,850 3,213,308,157 3,248,145,740 3,262,399,665 3,154,645,806

収納額 3,136,318,504 3,175,154,558 3,215,329,230 3,233,948,859 3,132,076,001

不納欠損額 13,171,975 11,814,339 10,254,320 8,232,115 6,785,931

未納額 32,192,371 26,339,260 22,562,190 20,218,691 15,783,874

未納件数 762 597 527 501 437

収納率 98.57 98.81 98.99 99.13 99.28

普通徴収

総　計

特別徴収

普通徴収

計

滞   納
繰越分

○年度別介護保険料収納状況

普通徴収

計

（単位 ： 円、件、％）

特別徴収

年　　度

現年分

　令和６年度の収納状況は、全体の収納率が99.28％で、前年度と比較して0.15％増加している。
　現年普通徴収分の収納率は97.13％で、前年度と比較して1.36％増加している。
　滞納繰越分の収納率は21.36％で、前年度と比較して3.12％増加している。
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要支援・要介護認定

○認定者数

＜認定者数　（令和７年３月末現在）＞ （単位：人）

区　分 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 計

第１号被保険者 1,619 725 2,156 947 828 821 785 7,881

 65歳以上75歳未満 150 71 176 81 58 52 77 665

 75歳以上 1,469 654 1,980 866 770 769 708 7,216

第２号被保険者 23 16 34 24 11 19 15 142

総　数 1,642 741 2,190 971 839 840 800 8,023

構成比 20.5% 9.2% 27.3% 12.1% 10.4% 10.5% 10.0% 100.0%

＜認定者数　（各年度末現在）＞ （単位：人）

区　分 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度

要支援１ 1,156 1,205 1,276 1,333 1,424 1,539 1,576 1,642

要支援２ 943 868 852 791 778 706 760 741

要介護１ 1,858 1,836 1,914 1,936 1,990 2,052 2,098 2,190

要介護２ 1,110 1,135 1,038 1,032 974 958 959 971

要介護３ 916 872 866 889 910 844 837 839

要介護４ 897 874 831 862 906 847 807 840

要介護５ 761 817 827 802 749 765 798 800

計 7,641 7,607 7,604 7,645 7,731 7,711 7,835 8,023

要支援１～要支援２ 2,099 2,073 2,128 2,124 2,202 2,245 2,336 2,383

構成比 27.5% 27.3% 28.0% 27.8% 28.5% 29.1% 29.8% 29.7%

要介護１～５ 5,542 5,534 5,476 5,521 5,529 5,466 5,499 5,640

構成比 72.5% 72.7% 72.0% 72.2% 71.5% 70.9% 70.2% 70.3%

　令和６年度の要支援・要介護認定者（以下、「認定者」という。）数は8,023人で、前年度と比較して188人増加している。
そのうち、要介護１から要介護５までの合計人数が5,640人（全体の70.3％）となっている。

2,099  2,073  2,128  2,124  2,202  2,245  2,336  2,383  

5,542  5,534  5,476  5,521  5,529  5,466  5,499  5,640  

7,641  7,607  7,604  7,645  7,731  7,711  7,835  8,023  

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

人 
認定者数の推移（各年度末現在） 

要支援１～要支援２ 要介護１～５ 
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（単位：人）

区　分 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度

要支援１ 1,138 1,185 1,260 1,314 1,404 1,515 1,558 1,619

要支援２ 922 849 828 769 750 688 744 725

要介護１ 1,821 1,802 1,879 1,897 1,955 2,009 2,061 2,156

要介護２ 1,088 1,113 1,015 1,010 953 938 943 947

要介護３ 903 859 855 878 895 829 821 828

要介護４ 884 864 822 847 891 831 789 821

要介護５ 742 798 809 781 731 749 783 785

計 7,498 7,470 7,468 7,496 7,579 7,559 7,699 7,881

第１号被保険者数 43,951 44,755 45,312 45,955 46,463 46,708 47,067 47,454

認定率 17.1% 16.7% 16.5% 16.3% 16.3% 16.2% 16.4% 16.6%

○第１号被保険者の認定者数と認定率の推移　（各年度末現在）

　令和６年度の認定者数は7,881人で、前年度と比較して182人増加している。認定率は、16.6％で、前年度と比較して
0.2％増加している。

11.3% 11.1% 11.0% 10.9% 10.9% 11.0% 11.3% 11.5% 

5.8% 5.6% 5.5% 5.5% 5.4% 5.2% 5.1% 5.1% 

17.1% 16.7% 16.5% 16.3% 16.3% 16.2% 16.4% 16.6% 

0%

5%
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20%

25%

Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

認定率の推移（各年度末現在） 

要支援１～要介護２ 要介護３～５ 
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（単位：人）

西条北 843 （11.5%） 372 （5.1%） 1,215 （16.6%） 7,325

西条南 674 （12.1%） 286 （5.1%） 960 （17.2%） 5,592

八本松 740 （10.4%） 341 （4.8%） 1,081 （15.2%） 7,123

志和 340 （12.7%） 145 （5.4%） 485 （18.1%） 2,673

高屋 860 （9.7%） 390 （4.4%） 1,250 （14.1%） 8,884

黒瀬 729 （9.9%） 343 （4.6%） 1,072 （14.5%） 7,378

福富 120 （12.5%） 71 （7.4%） 191 （19.9%） 960

豊栄 206 （14.4%） 104 （7.3%） 310 （21.6%） 1,434

河内 318 （14.4%） 120 （5.4%） 438 （19.8%） 2,209

安芸津 545 （14.5%） 229 （6.1%） 774 （20.6%） 3,762

その他 72 ― 33 ― 105 ― 114

計 5,447 2,434 7,881 47,454

※その他は、住所地特例者等。

※認定率は、小数点以下第２位を四捨五入しているため、計が一致しない場合がある。

要支援１～要介護２ 要介護３～５ 計

　日常生活圏域別の認定率をみると、圏域によって差異があり、豊栄・安芸津圏域で20％を超えている。

○日常生活圏域別第１号被保険者の認定者数と認定率の推移　（令和７年３月末現在）

区　分
認定者数　（認定率） 第１号被

保険者数
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14.4% 
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日常生活圏域別認定状況（令和７年３月末現在） ← （低） 認定率 （高） → 

要支援１～要介護２ 要介護３～５ 

　－33－



○認定調査実施件数の推移（各年度末現在）

（単位：件）

区　分 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度

6,217 6,536 6,149 3,735 4,807 5,247 5,884 5,476

92.1% 92.6% 89.4% 90.7% 83.8% 86.6% 84.5% 88.1%

281 239 475 236 716 601 837 494

4.1% 3.4% 6.9% 5.7% 12.5% 9.9% 12.0% 8.0%

255 282 251 148 213 210 244 245

3.8% 4.0% 3.7% 3.6% 3.7% 3.5% 3.5% 3.9%

6,753 7,057 6,875 4,119 5,736 6,058 6,965 6,215

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

※委託・・・指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、他自治体指定市町村事務受託法人等実施分、他自治体嘱託分。

 

　令和６年度の調査実施件数は、6,215件で、前年度と比較して750件減少している。

市介護保険
認定調査員
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事務受託法人
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計
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○介護保険認定調査員雇用状況（令和７年３月末現在）

○認定調査員研修会の開催

○東広島市介護認定審査会の沿革

※１合議体あたり５名の委員で構成（医療分野２名、福祉分野２名、保健分野１名）。

○介護度別審査判定件数（各年度末現在）
（単位：件）

区　分 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度

非該当 79 80 94 64 109 99 105 126

要支援１ 886 1,125 1,064 737 1,064 1,182 1,264 1,144

要支援２ 702 813 737 379 535 549 673 576

要介護１ 1,566 1,664 1,671 1,025 1,342 1,407 1,752 1,511

要介護２ 1,011 1,062 996 609 710 737 913 844

要介護３ 875 854 846 556 645 599 780 723

要介護４ 805 792 745 491 631 660 774 750

要介護５ 690 709 692 341 524 580 685 526

計 6,614 7,099 6,845 4,202 5,560 5,813 6,946 6,200

開催回数 219 235 226 192 223 229 263 263

合議体数 11 11 11 11 11 11 11 11

○介護認定審査会総会、合議体長会議及び介護認定審査会委員研修会の開催

　　・週２日勤務の介護保険認定調査員 ．．．．．．．．．．　１名

　　・認定調査委託事業者等を含む全認定調査員対象（毎年度１回程度）

　　・市介護保険認定調査員、指定市町村事務受託法人対象（毎年度７回程度）

時　　期 主　な　出　来　事

　平成15年４月１日 黒瀬町加入、１合議体増設（９合議体編成：委員45名）

　平成15年10月１日 １合議体増設（10合議体編成：委員50名）

　平成14年10月１日 １合議体増設（８合議体編成：委員40名）

　平成11年９月１日
東広島賀茂介護認定審査会設置（７合議体編成：委員35名）

東広島市・福富町・豊栄町・河内町・大和町共同設置

　　・週４日勤務の介護保険認定調査員 ．．．．．．．．．． 10名

　　・介護認定審査会委員研修会を開催し、模擬事例の検討等を行うことにより、審査判定の質的向上を図る。

　平成16年10月１日
安芸津町加入、大和町脱退

東広島圏域介護認定審査会へ名称変更

　平成17年２月７日
東広島圏域（東広島市・黒瀬町・福富町・豊栄町・河内町・安芸津町）合併施行

東広島市介護認定審査会設置（10合議体編成：委員50名）

　平成18年４月１日 １合議体増設（11合議体編成：委員55名）

　　・総会（３月、９月）を開催。要介護認定の適正化及び平準化のための研修や、３月には合議体構成委員の再編成等

　　・合議体長会議は、審議事項等が生じ、会長が必要と認めたときに開催。

※令和２年２月18日付け厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱い」に基
づき、同意書の提出により、前回と同じ要介護状態区分で有効期間を１年間延長する処理を認定有効期限が令和２年６
月末までの方から実施（延長した件数Ｒ２：1,838件、Ｒ３：1,689件、Ｒ４：1,352件）。認定有効期間が令和５年３月末まで
の方をもって、この取り扱いは終了。なお、年度集計については、処理日を基準に年度を区切った。

　  を実施。
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○サービス受給者数（令和６年度累計）

（単位：人）

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 計 構成比

居宅サービス 8,661 5,671 20,499 9,165 6,454 4,718 3,588 58,756 69.3%

地域密着型サービス 277 118 4,628 2,289 2,022 1,720 1,591 12,645 14.9%

施設サービス 1 0 1,070 1,192 2,797 3,879 4,462 13,401 15.8%

介護老人福祉施設 0 0 42 100 1,371 2,534 3,109 7,156 8.4%

介護老人保健施設 1 0 1,016 1,046 1,371 1,159 922 5,515 6.5%

介護医療院 0 0 12 46 55 186 431 730 0.9%

8,939 5,789 26,197 12,646 11,273 10,317 9,641 84,802 100.0%

10.5% 6.8% 30.9% 14.9% 13.3% 12.2% 11.4% 100.0%

　令和６年度のサービス受給者数の累計では、居宅サービスが58,756人（69.3％）と最も多く、次いで施設
サービスが13,401人（15.8％）となっている。
　要介護度別にみると、要介護１の認定者が26,197人（30.9％）で、最も多い。
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○サービス受給者数の推移（年度別累計）

（単位：人）

Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度

55,949 57,400 57,246 56,039 57,694 57,504 57,124 58,756

10,194 10,737 10,985 10,719 10,765 11,008 11,710 12,645

13,123 13,367 13,302 13,485 13,495 13,309 13,391 13,401

79,266 81,504 81,533 80,243 81,954 81,821 82,225 84,802計

　年度別にみるサービス受給者数は、令和５年度と比べて増加し、令和６年度の区分別サービス受給者は、全て
のサービスで前年から増加している。
　各サービスの占める割合は、概ね同じ割合で推移している。
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○要介護度別介護給付件数（令和６年度累計）

（単位：件）

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 計 構成比

居宅サービス 19,163 13,026 54,068 26,373 19,592 14,207 11,974 158,403 85.8%

地域密着型サービス 277 118 4,727 2,339 2,082 1,732 1,606 12,881 7.0%

施設サービス 1 0 1,076 1,193 2,800 3,880 4,463 13,413 7.3%

19,441 13,144 59,871 29,905 24,474 19,819 18,043 184,697 100.0%

10.5% 7.1% 32.4% 16.2% 13.3% 10.7% 9.8% 100.0%

※令和６年度の要介護度別介護給付件数の累計。

※構成比は小数点以下第２位を四捨五入しているため、計が一致しない場合がある。

（単位：件）

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 計

R４介護給付件数計 18,874 12,494 54,898 29,827 25,129 21,162 17,736 180,120

R５介護給付件数計 19,133 12,398 57,370 29,481 23,664 20,071 17,922 180,039

　令和６年度の介護給付件数は184,697件で、そのうち要介護１が59,871件（32.4％）で最も多くなっており、
次いで要介護２が29,905件（16.2％）となっている。
　サービス別の給付件数をみると、居宅サービスが158,403件（85.8％）で最も多くなっている。
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○介護給付件数の推移（年度別累計）

（単位：件）

Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度

居宅サービス 151,673 155,417 156,147 153,441 154,865 155,627 154,751 158,403

訪問通所サービス 79,601 80,834 80,850 79,768 80,498 80,553 79,514 80,995

短期入所サービス 8,236 8,300 8,329 7,251 7,024 6,727 6,743 6,806

その他サービス 62,242 64,748 65,664 64,995 65,951 66,877 67,114 68,687

福祉用具購入費 881 803 711 798 783 813 795 1,270

住宅改修費 713 732 593 629 609 657 585 645

10,458 10,989 11,241 10,973 10,979 11,170 11,894 12,881

施設サービス 13,152 13,465 13,036 13,493 13,509 13,323 13,394 13,413

介護老人福祉施設 6,784 6,929 6,973 7,009 7,134 7,064 7,067 7,156

介護老人保健施設 5,301 5,628 5,477 5,561 5,479 5,515 5,581 5,526

介護療養型医療施設 1,067 908 586 313 216 29 0 0

介護医療院（H30～） ― 39 283 610 680 715 746 731

175,283 179,871 180,424 177,907 179,353 180,120 180,039 184,697

19,834 19,950 21,122 22,200 20,381 18,529 17,888 17,317

18,925 18,809 19,331 20,380 20,063 20,004 20,190 20,554

842 146 955 1,225 1,300 1,310 1,278 1,294

214,884 218,776 221,832 221,712 221,097 219,963 219,395 223,862

※高額介護サービス費：平成30年度から３年間は年間上限件数含む。

※高額医療合算介護サービス費：平成30年度は高額合算の支給時期が年間上限の関係で３月→４月となったため減少。

　令和６年度の介護給付件数（特定入所者介護サービス費・高額介護サービス費・高額医療合算介護サービス費
を含む）は223,862件で、前年度と比較して4,467件（2.0％）増加している。

合計

区　分

地域密着型サービス

特定入所者介護サービス費

高額介護サービス費

高額医療合算介護サービス費

小計
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○要介護度別介護給付費（令和６年度累計）

（単位：千円）

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 計 構成比

居宅サービス 217,663 192,831 1,764,008 953,562 900,677 764,778 679,823 5,473,342 47.5%

地域密着型サービス 15,031 10,312 522,493 367,912 441,576 443,145 453,798 2,254,267 19.5%

施設サービス 52 0 265,855 317,907 754,664 1,104,373 1,363,866 3,806,717 33.0%

232,746 203,143 2,552,356 1,639,381 2,096,917 2,312,296 2,497,487 11,534,326 100.0%

2.0% 1.8% 22.1% 14.2% 18.2% 20.0% 21.7% 100.0%

※構成比は小数点以下第２位を四捨五入しているため、計が一致しない場合がある。

（単位：千円）

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 計

R４介護給付費計 226,605 202,025 2,238,467 1,557,469 2,016,681 2,463,792 2,300,415 11,005,454

R５介護給付費計 224,771 202,721 2,404,598 1,600,004 1,986,777 2,273,390 2,371,416 11,063,677

　令和６年度の介護給付費は11,534,326千円で、そのうち、要介護１が2,552,356千円（22.1％）で最も多くなっており、次い
で要介護５が2,497,487千円（21.7％）となっている。
　サービス別の介護給付費をみると、居宅サービスが5,473,342千円（47.5％）で最も多くなっている。
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○介護給付費の推移（年度別累計）

Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度

居宅サービス 5,369,728 5,391,141 5,417,688 5,440,572 5,458,067 5,466,612 5,382,480 5,473,342

訪問通所サービス 3,196,283 3,147,880 3,166,523 3,221,449 3,248,120 3,233,109 3,169,597 3,197,370

短期入所サービス 740,940 749,309 751,557 715,612 708,242 673,700 653,819 665,688

その他サービス 1,349,577 1,416,792 1,438,377 1,435,616 1,435,992 1,485,711 1,484,072 1,528,270

福祉用具購入費 21,862 20,173 17,506 19,588 19,384 21,409 23,825 28,507

住宅改修費 61,067 56,989 43,726 48,307 46,330 52,682 51,167 53,507

地域密着型サービス 1,674,084 1,757,247 1,809,595 1,844,451 1,880,923 1,904,621 1,990,063 2,254,267

施設サービス 3,412,332 3,515,750 3,559,635 3,683,351 3,695,783 3,634,221 3,691,134 3,806,717

介護老人福祉施設 1,670,840 1,735,746 1,768,333 1,809,456 1,854,125 1,839,441 1,856,285 1,949,544

介護老人保健施設 1,366,937 1,443,126 1,473,849 1,540,391 1,525,446 1,525,564 1,563,822 1,590,010

介護療養型医療施設（～R5） 374,556 323,601 212,163 112,757 71,477 10,124 0 0

介護医療院（H30～） ― 13,277 105,290 220,747 244,735 259,092 271,027 267,163

10,456,144 10,664,139 10,786,917 10,968,372 11,034,772 11,005,455 11,063,677 11,534,326

特定入所者介護サービス費 334,479 331,376 337,029 342,677 265,872 204,029 196,330 189,392

高額介護サービス費 193,909 203,803 223,138 247,250 235,084 227,352 238,849 257,928

23,570 3,957 27,327 35,835 37,712 37,864 36,679 37,985

11,008,102 11,203,275 11,374,412 11,594,136 11,573,441 11,474,699 11,535,535 12,019,631

※千円未満を四捨五入しているため、小計・合計と一致しない場合がある。

※高額介護サービス費：平成30年度から３年間は年間上限額含む。

※高額医療合算介護サービス費：平成30年度は高額合算の支給時期が年間上限の関係で３月→４月となったため減少。

合計

　令和６年度の介護給付費（特定入所者介護サービス費・高額介護サービス費・高額医療合算介護サービス費を
含む）は12,019,631千円で、前年度と比較して484,096千円（4.2％）増加している。

（単位：千円）

区　分

高額医療合算介護サービス費
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○第１号被保険者１人あたりの介護給付費の推移（年度別）

（単位：円）

Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度

119,392 117,856 117,189 115,857 114,851 114,502 111,695 113,010

37,770 38,927 39,690 39,905 40,143 40,345 41,885 46,961

77,349 78,225 77,956 79,529 78,825 77,170 77,781 79,534

234,511 235,008 234,835 235,291 233,819 232,017 231,361 239,505計

　令和６年度の第１号被保険者１人あたりの介護給付費は、合計で239,505円で、前年度と比較して8,144円
（3.5％）増加している。

区　分
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○介護給付件数１件あたりの介護給付費（令和６年度）

（単位：円）

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

11,359 14,804 32,626 36,157 45,972 53,831 56,775

訪問サービス 13,056 19,612 22,551 26,296 27,998 28,124 35,163

通所サービス 22,312 41,657 64,424 77,859 94,685 108,519 131,997

短期入所サービス 24,833 45,764 55,881 79,617 113,452 132,184 145,995

福祉用具・住宅改修 9,755 9,132 10,247 14,609 18,648 22,942 25,152

特定施設 59,175 96,040 164,178 178,722 198,383 218,965 240,410

居宅介護支援 4,687 4,678 13,918 13,847 17,307 17,321 17,404

54,265 87,394 110,534 157,294 212,092 255,857 282,564

52,272 247,078 266,477 269,523 284,632 305,594

介護老人福祉施設 214,541 234,006 247,351 268,566 288,668

介護老人保健施設 52,272 248,547 271,241 290,212 305,852 323,659

介護療養型医療施設(～R5) 0 0 0 0 0

介護医療院（H30～） 235,805 228,618 305,333 371,177 388,852

※月末時点の要介護認定区分で集計。

高額介護サービス費

高額医療合算介護サービス費

　介護給付件数１件あたりの介護給付費については、居宅サービスで要支援１（11,359円）から要介護５
（56,775円）、地域密着型サービスで要支援１（54,265円）から要介護５（282,564円）、施設サービスで要介護１
（247,078円）から要介護５（305,594円）となっている。

区　分
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○介護給付費準備基金保有額の推移

（単位：円）

区　分 保有額

Ｈ29年度 1,665,242,288

Ｈ30年度 1,912,213,273

Ｒ元年度 2,179,523,175

Ｒ２年度 2,321,916,326

Ｒ３年度 2,634,056,326

Ｒ４年度 2,821,794,326

Ｒ５年度 3,263,590,326

Ｒ６年度 3,395,871,326

第１号被保険者数 １人あたり保有額

43,951 37,889

47,454 71,561

46,463 56,691

46,708 60,414

47,067 69,339

　介護給付費準備基金の保有額は、一貫して増加している。
　令和６年度の介護給付費準備基金保有額は3,395,871,326円で、前年度末から132,281,000円増加している。
　第１号被保険者１人あたりの保有額でみると71,561円で、前年度末から2,222円増加している。
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○令和６年度決算

＜歳入（令和６年度）＞ （単位：円）

保険料

手数料

国庫支出金

支払基金

県支出金

財産収入

繰入金

繰越金

諸収入

＜歳出（令和６年度）＞ （単位：円）

総務費

介護給付費

保健福祉事業

基金積立金

公債費

諸支出金

予備費

小　計 2,104,357,000 1,924,312,278

13,532,695,000 13,150,231,166

12,358,207,000 12,029,402,292小　計

小　計 451,975,000 428,138,943

132,281,000 132,281,000

600,000 0

313,857,000 302,788,000

地域支援
事業

介護予防事業費 356,901,000 343,028,795
包括的支援事業・任意事業 95,074,000 85,110,148

1,000,000 0

審査支払手数料 10,144,000 9,771,455
市町村特別給付費 0 0
その他 0 0

8,347,000 7,780,234

高額介護サービス等費 261,661,000 257,927,628
特定入所者介護サービス等費 201,089,000 189,392,419
高額医療合算介護サービス費 39,605,000 37,984,766

266,428,000 249,840,697
介護サービス等諸費 11,388,786,000 11,097,774,120
介護予防サービス等諸費 456,922,000 436,551,904

295,707,000 295,707,505

241,000 654,697

13,532,695,000 13,370,184,042

区　分 予算現額 決算額

合　計

介護給付費準備基金繰入金 109,235,000 0
低所得者保険料軽減繰入金 115,101,000 112,213,512

総務費に係る一般会計繰入金 272,342,000 249,230,880
地域支援事業に係る一般会計繰入金 62,904,000 59,216,557

6,625,000 6,653,987
給付費に係る一般会計繰入金 1,544,775,000 1,503,651,329

地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 18,303,000 19,066,546
その他 0 0

小　計 1,851,619,000 1,839,287,199

財政安定化基金支出金 0 0
地域支援事業交付金（介護予防事業） 44,601,000 44,792,625

地域支援事業交付金 135,061,000 135,061,000

介護給付費県負担金 1,788,715,000 1,775,428,028

小　計 3,471,777,000 3,471,776,000

介護給付費交付金 3,336,716,000 3,336,715,000

地域支援事業交付金（介護予防事業） 71,362,000 68,827,115
地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 36,604,000 36,621,179

小　計 2,719,980,000 2,695,363,644

39,633,000

区　分 予算現額 決算額

　令和６年度歳入決算額は13,370,184,042円、歳出決算額は13,150,231,166円である。
　支出の主な内容は、介護給付費が12,029,402,292円で、約90％を占めている。

合　計

介護給付費負担金 2,227,701,000 2,227,701,350
調整交付金 344,680,000 322,581,000

介護保険料 3,082,079,000 3,135,998,732
手数料 310,000 430,000

その他 39,633,000
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○歳入の推移

（単位：円）

Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度

3,108,630,167 3,123,496,813 3,116,062,348 3,139,161,834 3,178,099,093 3,218,767,000 3,237,951,899 3,135,998,732

2,515,322,619 2,624,044,293 2,663,824,859 2,754,860,928 2,749,884,012 2,672,773,951 2,677,276,816 2,695,363,644

3,161,228,000 3,167,551,705 3,164,682,000 3,281,555,465 3,265,864,000 3,242,286,000 3,291,161,000 3,471,776,000

1,709,965,362 1,755,678,486 1,745,372,326 1,929,784,534 1,825,066,391 1,742,242,814 1,749,832,028 1,839,287,199

1,765,814,872 1,784,446,355 1,779,472,581 1,947,188,336 1,980,598,854 1,853,355,417 1,883,998,178 1,924,312,278

220,323,386 103,432,354 117,824,391 32,272,630 298,794,420 195,992,578 411,398,552 303,446,189

12,481,284,406 12,558,650,006 12,587,238,505 13,084,823,727 13,298,306,770 12,925,417,760 13,251,618,473 13,370,184,042

○歳出の推移

（単位：円）

Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度

231,308,365 219,445,791 214,627,081 235,242,852 236,171,490 235,537,411 260,291,150 249,840,697

11,016,780,100 11,214,458,127 11,383,918,853 11,603,569,240 11,582,951,439 11,484,248,013 11,545,086,481 12,029,402,292

711,379,758 756,663,833 727,729,757 764,765,144 823,523,266 378,346,569 406,508,527 428,138,943

438,510,510 273,455,265 316,132,666 186,190,024 463,321,305 420,311,013 744,024,810 442,849,234

12,397,978,733 12,464,023,016 12,642,408,357 12,789,767,260 13,105,967,500 12,518,443,006 12,955,910,968 13,150,231,166

区　分

保険料

国庫支出金

支払基金

都道府県支出金

繰入金

その他の収入

計

区　分

総務費

介護給付費

地域支援事業

その他の支出

計
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〒７３９－８６０１ 

東広島市西条栄町８番２９号 

東広島市健康福祉部 地域共生推進課 

ＴＥＬ（０８２）４２０－０９３２ 

ＦＡＸ（０８２）４２３－８０６５ 

東広島市健康福祉部 医療保健課 

ＴＥＬ（０８２）４２０－０９３６ 

ＦＡＸ（０８２）４２２－２４１６ 

   東広島市健康福祉部 地域包括ケア推進課 

ＴＥＬ（０８２）４２０－０９８４ 

ＦＡＸ（０８２）４２６－３１１７ 

   東広島市健康福祉部 介護保険課 

ＴＥＬ（０８２）４２０－０９３７ 

ＦＡＸ（０８２）４２２－６８５１ 


